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運用協定書

東京都荒川区荒川〇丁目〇番〇号に建築予定の建築物（以下「本件建築物」という）について、○○町会（以下「甲」という）と建築主○○株式会社（以下「乙」という）は本件建築物の運用について協定する。

第1条 （建物の概要）
1. 本件建築物の用途・構造・規模・配置等は下記及び別添図面の通りとする。
・建物名称　　　（仮称）○○共同住宅新築工事
・建物用途　　　共同住宅（〇戸）
・構造及び規模　鉄筋コンクリート造　地上〇階建
　　　　　　　　延床面積〇〇.〇㎡　最高高さ○○.〇m

第2条 （建物の用途）
1. 本件建築物の用途は共同住宅とし、旅館、ホテルに転用しない。
また、共同住宅における民泊の利用を一切禁止することとし、このことについて管理規約や賃貸借契約書に規定し、重要事項説明書に明記する。

第3条 （入居者の管理）
1. 乙は、入居者が防火、防犯、風紀、衛生等のトラブルを起こさないよう注意喚起し、万一発生した場合は、迅速に処理解決する
2. 乙は、入居者のごみについては、敷地内にごみの集積スペースを確保し、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチックを回収する。尚、資源は行政側が定めた種類ごとに分別した上、コンテナやネットに入れる。
3. 乙は、可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック、資源の回収日に合わせ、必ず清掃員管理者を派遣する。同時に資源を利用するコンテナ及びネットを管理する。
4. 乙は、入居者に対し、ごみ収集日に本件建築物の敷地内のごみストッカー等に入れるよう指導する。万一、収集日以外に出した場合、またごみストッカー以外や敷地内指定場所以外に出し、猫、カラス等の被害にあった場合には、速やかに乙または乙が設置した管理責任者または乙が派遣した清掃員担当者がこれを清掃する。尚、すべてのごみを公道に廃棄しないものとする。
5. ガスの仕様については、都市ガスとし、法令を遵守し、安全管理を実施する。

第4条 （駐輪場）
1. 本件建築物の駐輪場は〇台設置し、乙は駐輪場を希望する入居者と別途契約し、契約自転車以外の駐輪はないように、入居者に指導、遵守させる。


第5条 （連絡体制）
1. 乙は、本件建築物による近隣住民からの苦情、被害等の処理を円滑に行うために、苦情等の管理責任者を設置し、甲に連絡する。
また敷地内の外部から見やすい場所に、管理会社及び連絡先を記載した看板を設置する。

第6条 （協定書の取り扱い）
1. 本件建築物が名義変更により所有権が移転する場合、速やかに甲に連絡し、本協定の決定事項を継承することを重要事項説明書に明記する。
2. この協定書に疑義が生じた場合、または協定書に無い項目について甲から対応を求められた場合には、甲及び乙は相互に協議を行い、誠意をもって解決にあたる。

第7条 （町会費について）
1. 町会費は、銀行振込にて一括支払とし、手数料は乙の負担とする。
2. 竣﻿工後、町会費は一戸あたり年額○○○○円とし、年度契約は自動継続とする。

以上

上記協定事項は、甲及び乙二者間において協識の上、決定した事項であり、各々二者はお互いに誠意と責任をもって本協定を遊守する。その証として、本協定書を2通作成し、各々1通を有する。



甲（町　会）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


乙（建築主）　住　所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　ＴＥＬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
